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平成２９年度 第２回 酒田市都市計画審議会 議事録 

 

日 時：平成２９年１２月６日（水） 午後１時３０分～午後２時３５分 

場 所：酒田市役所 ７階 ７０３会議室 

出席者：加藤 栄 会長、阿部 秀徳 委員、新井野 郁子 委員、荒生 卓真 委員、阿部 建治 委員、 

五十嵐 直太郎 委員、鈴木 憲一 委員、玉石 宗生 委員、木村 和久委員、上野 金重 委員（代

理：渡辺課長）、田中 斉 委員、後藤 泉 委員、梶原 宗明 委員  以上１３名 

欠席者：酒井 学 委員、三木 潤一 委員、赤城 尚宏 委員、五十嵐 英治 委員  以上４名 

酒田市：(幹事) 企画振興部長、総務部長、建設部長、農林水産部長、上下水道部長、上下水道部上水

道技監兼工務課長、政策推進課長、財政課長、土木課長、建築課長、農政課長、商工港湾課長、

農業委員会事務局長、八幡総合支所長兼地域振興課長、松山総合支所長兼地域振興課長、平田

総合支所長兼地域振興課長  以上１７名 

事務局：企画振興部 都市デザイン課 

傍聴者：報道関係１名 

 

 

１ 開  会  事務局より、新任委員の紹介、本審議会が開会要件を満たしていることを報告。 

 

２ 諮  問  企画振興部長より加藤会長へ諮問書を提出。 

 

３ あいさつ  企画振興部長 

 

４ 審  議 

 

議  長 

 

今回、本審議会に諮問されました案件は、諮問書にありますように、議題１号か

ら３号までの３件でございます。 

議第１号は酒田都市計画区域区分の変更（県決定）、議第２号酒田都市計画 臨

港地区の変更（県決定）、議第３号酒田都市計画用途地域の変更（市決定）となっ

ております。 

 

○諮問案件 

議第１号 酒田都市計画 区域区分の変更（山形県決定） 

議第２号 酒田都市計画 臨港地区の変更（山形県決定） 

議第３号 酒田都市計画 用途地域の変更（酒田市決定） 

 

議  長 

 

事 務 局 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

議  長 

それでは、案件について事務局の方より説明をお願いします。 

 

（案件を説明） 

 

ただいま、事務局より３件一括して説明があったわけですけれども、これについ

て委員の皆さんからご意見等ありましたらよろしくお願いします。 

（意見なし） 

 今回は、海になったところを埋め立てて土地になった。その土地の区域区分、地

区区分、用途区分をどうするかということですよね。 

 関連することでも結構ですけれども、ご質問等ございましたどうぞ。 

（意見なし） 

 港湾工事というのは、陸上工事よりも手間がかかって、予算を費やす工事だと伺
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委  員 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

議  長 

 

 

 

委員一同 

議  長 

 

っておりますが、平成29年度の工事で総工費はいくらぐらいでしょうか。お分かり

でしたらお願いします。 

 今回の区域区分等を変更する箇所は、国の直轄での工事をやっておりますので、

私の方から応対させていただきたいと思います。 

平成29年度の区域だけというのは算出しておりませんけれども、最終の平成31年

度までの工事については、1期工事、2期工事に区分されまして、さらに国土交通省、

山形県で行う工事区分がありますが、全て含めまして、50億円程度となっておりま

す。 

補足になりますが、岸壁から50ｍ部分については国が工事をします。50ｍから先

の部分については、山形県が工事を行うという役割分担になっております。 

造成用の土砂というのはどういったところから持ってくるのですか。 

工事によって様々なのですが、こちらの工事につきましては、一部は鳥海山から

持ってきたりですとか、酒田共同火力発電所さんから出た石炭灰を利用した再生石

材を入れたりですとか色々です。 

ありがとうございました。皆さんから何かございませんか。 

（意見なし） 

特にご意見、ご質問ないようでありましたら、この諮問案件について一括して皆

さんにお諮りしたいと思います。 

第１号議案から第３号議案までの区域区分、臨港地区、用途地域の件ですが、原

案の内容に対して問題ない、異議なく承認ということでよろしいでしょうか。 

 異議なし 

では、本日諮問を受けた案件については、意見なしということで、原案のとおりで

承認したいと思います。 

 

 

５ そ の 他 

○報告案件 

・酒田市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の策定について 

 

６ 閉  会 

 

 

午後２時３５分 閉会 


